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（ 開議時刻  １０時００分 ） 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

 朝のあいさつをします。おはようございます。 

ただいまから、本日の会議を開きます。 

ただいまの出席議員は、10名です。 

定足数に達していますので、会議は成立しました。 

本日の議事日程は、あらかじめ告示したとおりです。 

これから、本日の議事日程に入ります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、葛巻町議会総合条例第 120条の規定により、議長から、４

番、鈴木満君、８番、辰柳敬一君を指名します。 

次に、日程第２、一般質問を行います。  

今回の定例会議には、３名の議員から一般質問の通告がありました。 

なお、一般質問に係る時間は、質問、答弁を含めて１時間以内に制限していますので、

ご承知願います。 

制限時間の経過につきましては、制限時間５分前に鈴を１鈴、制限時間になった時点

で２鈴を鳴らします。 

制限時間を超えての質問、あるいは答弁は、特に許可した場合のみとします。 

それでは、通告順に発言を許します。 

質問、答弁とも簡潔、明快にお願いします。 

最初に、３番、柴田勇雄君。 

 

３番（ 柴田勇雄君 ） 

私からは、次の２項目について、質問をいたします。 

最初に、町の高齢者福祉の充実について、お尋ねをいたします。 

町では、高齢者が住み慣れた地域で、自立した生活が営めるよう、安心して、心豊か

に暮らし続けるための具体的施策として、今年の３月、向こう３カ年の葛巻町高齢者健

康福祉計画を作りました。 

この計画では、町総合計画、町地域福祉計画、健康葛巻 21プラン、第６期介護保険

事業計画との整合性を図りながら、総合的に体系付けられた施策の推進の取り組みを図

ることとしております。 

町の高齢者の現状を見ますと、高齢者人口は平成 19年をピークに、緩やかに減少を

続けていますが、高齢化率は逆に毎年上昇し続け、平成 27 年の現時点では、既に 40

パーセントの超高齢化の町となっております。さらに、このままの状況で推移しますと

十数年後には 50パーセントを超えることが予測されております。 

高齢者福祉は、今後、核家族化による老々介護、一人暮らし高齢者の増加、団塊世代

の後期高齢移行諸課題など等と、地域社会の機能や世帯構造が大きく変化していく中に

あって、超少子高齢型人口減少社会に対応した施策の展開や認知症など、高齢者に対す



２ 

  

る正しい知識と理解の醸成が必要と考えます。 

町の高齢者福祉施策の充実向上にあたって、次の点について伺います。 

一つ目には、まず最初に、高齢者を取り巻く現状ですが、福祉施策の基礎となる高齢

者人口、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の推移と今後の動向をどのように把握して

いるでしょうか。 

次に、二つ目でございますが、地区老人クラブですが、自らの知識や経験を生かし、

生きがいと仲間づくりのために社会活動を通じて、自らの手で自らを高めるとともに、

家庭や地域社会で役立つことを目的とした、地域を基盤とする高齢者、概ね 60歳以上

の方々でございますが、の自主組織でございます。 

老人クラブ発足当時は、60 代の方々が多かった会員も徐々に高年齢化等に伴い、活

動が不可能になったり、逝去されるなどの事由から、会員が減少し、新規会員がなかな

か加入してこない現実課題があります。 

さらに、最近は会員の減少に加え、地区老人クラブの担い手不足から、老人クラブが

地区から消滅し始めております。会員減少と地区老人クラブの消滅は、町老連事業運営

や、間もなく迎える長寿を祝う会にも支障があると考えられます。 

老人クラブは、活力ある高齢社会の構築を目指し、高齢者自らが主体的に健康づくり

や介護予防に取り組むとともに、元気な高齢者は地域の支え手としての活躍や活動を担

い、長寿社会づくり、地域づくりに参画していくことが極めて重要と考えます。 

地区老人クラブ数や加入会員の減少の現状と加入率をどのように捉えているのかお

伺いをいたしますし、また、老人クラブに対する体制強化や活動支援の充実策について

お伺いをいたします。 

次に、三つ目ですが、高齢者虐待防止の対応について伺います。 

高齢者の尊厳を守り、虐待を防止する観点から、高齢者虐待防止法が平成 18年４月

から既に施行されております。 

法では、住民に最も身近な行政主体である町が、第一義的に責任を持つ役割を担うこ

とが規定されております。 

国では、この虐待防止の基本的事項として、一つ目に、高齢者虐待の未然防止、二つ

目に、高齢者虐待の早期発見、三つ目に、高齢者虐待事案への迅速かつ適切な対応を強

化することが掲げられております。この取り組みは、町が中心となり対応することが重

要との通達が平成 27年２月６日付けで発出されております。 

この高齢者虐待防止に関しての記述は、３月に策定しております町高齢者福祉計画の

項目には残念ながら見当たりません。職務として、地域包括支援センターとの深い関わ

りがあると思われますので、次回計画策定の際には再考を求めたいと考えます。 

町の高齢者に対する虐待防止施策の現状と、今後の虐待防止対策の対応についてお尋

ねをいたします。 

次に、四つ目といたしまして、認知症高齢者支援の推進について伺います。 

町高齢者健康福祉計画では、高齢化の進展により、介護保険サービス事業者から徘徊

や妄想といった認知症症状の相談業務が年々増加しているとの記述があります。 

現在、認知症高齢者はどのような実態にあるのか。また、認知症の予防、早期発見、
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早期対応や支援策の内容について伺います。 

次に、五つ目でございますが、介護保険訪問介護居宅サービスの充実等について伺い

ます。 

居宅サービスは、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増加する中で、高齢者が介護

を必要とする状態になっても、できる限り住み慣れた自宅や地域で生活ができる支援サ

ービスが必要と考えます。 

介護保険制度には、ホームヘルパーが自宅を訪問しての日常生活上の支援、身体介護

や生活援助を行う訪問介護、要介護者に対し自宅訪問しての訪問入浴車による訪問入浴

介護、看護師が自宅を訪問して療養上の世話や診療上の補助を行う訪問看護、また、理

学療法士等が居宅での生活行為を向上させる訪問リハビリテーションがあります。 

訪問介護居宅サービスの現状と人材確保、資質向上等を図るためのサービス課題等を

お聞かせいただきたいと思います。 

次に、六つ目ですが、介護保険法の改正により、要支援者と要支援状態となるおそれ

がある高齢者を対象として、介護予防と日常生活への支援とを切れ目なく提供する仕組

みとして、介護予防・日常生活支援総合事業が創設されました。 

この総合事業は、町の主体性を重視し、地域支援事業として多様なマンパワーや社会

資源の活用等を図りながら、要支援者、第二次予防事業対象者に対し、介護予防や配食、

見守り等の生活支援サービス等を町の判断で、創意工夫により、総合的に提供すること

ができる事業となっております。 

この総合事業の実施は、医療、介護、予防、住まい、生活支援を構築し、地域包括ケ

アシステムの実現に向けた取り組みでもあると考えます。 

総合事業の実施は、27 年４月から既に始まっておりますが、ただ、町による実施は

29 年４月まで猶予できる規定となっておりますが、地域包括ケアシステムの実現に向

けた取り組みでもあり、28年度実施の前倒し事業の検討が必要と考えます。 

現段階での介護予防・日常生活支援総合事業への移行取組と事業内容について伺いま

す。 

次に、林道案内沢線の通行止め解除の見通しについて伺います。 

平船地区案内沢から山越えして吉ヶ沢地区に至る延長 9.8 キロに及ぶ林道案内沢線

ですが、平船案内沢入口にバリケード柵に、当分の間通行止めの表示が掲げられ、工事

の様子もないまま長期間にわたって通行不能の状態が続いております。 

この林道案内沢線は、県代行事業として昭和 62年度から平成６年度まで８年がかり

で、総工費、約 850,000,000円を投入して開設整備された林道と聞いております。延長

も 9.8キロと長いため、開設に協力いただいた地権者、林道受益者も相当数に上るもの

と推察されます。 

申すまでもなく、林道の果たす役割は森林の適正な整備、保全を図ることで、土砂の

流出防止や、雨水などを蓄えたり、二酸化炭素を吸収したりと様々な機能を持ち合わせ

ております。これらの森林の機能が十分に発揮されるには、森林を整備することにより、

適切な状態を保っていくことが重要と考えます。 

林道の開設の効用は、奥地の森林まで車で乗り入れでき、労務作業の時間短縮等、効
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率化の大幅向上、作業の機械化導入拡大や、伐採した木材の搬出はもとより、放置され

がちな間伐材の利用促進にもつながるなど、森林施業コストの低減化が可能となり、効

率的かつ安定的な林業経営の確立の推進に資することや、山村地域の活性化等を図るこ

とができる視点から整備されるものと考えます。 

議会常任委員会所管調査で、平成 25年５月 31日に、この平船案内沢入口の法面崩壊

による林道災害の完了視察を行い、通行可能を確認しましたが、その後、通行止め状態

となり、通行規制事由も分からないまま、２年以上経っても未だ通行止め解除になって

いない現状にあります。 

林道通行規制情報が示されないままの長期間の通行止めは問題があります。林道案内

沢線通行止め解除の見通しについてお尋ねをいたします。以上です。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

町長。 

 

町長（ 鈴木重男君 ） 

ただいまの柴田議員の質問に対しまして、答弁をさせていただきます。 

１件目の、町の高齢者福祉の充実について、お答えをいたします。 

まず、１点目の、高齢者人口、一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯の推移と、今後

の動向についてであります。 

本町の住民基本台帳における平成 26年 10月１日現在の人口は 6,874人、うち 65歳

以上の高齢者人口は 2,740人、高齢化率 39.9パーセントとなっております。世帯数つ

きましては、総数 2,853 世帯に対し、高齢者の一人暮らし世帯は 648 世帯、22.7 パー

セント、高齢者のみで構成される世帯は 386 世帯、13.5 パーセントであり、合せます

と 1,034世帯、36.2パーセントが高齢者世帯となっております。 

平成20年の同時期と比較しますと、総人口が996人、12.7パーセントの減少に対し、

高齢者人口は 129人、4.5パーセントの減少となっているほか、世帯数の比較では、総

数が 52世帯、1.8パーセントの減少に対し、高齢者世帯は 219世帯 26.9パーセントの

増加となっており、少子高齢化、高齢者世帯の増加が進んでいる状態であります。 

今後の動向でありますが、盛岡北部行政事務組合による将来推計では、５年後の平成

32年には人口 5,940人に対し、高齢者人口は 2,621人、高齢化率 44.1パーセントにな

るとされており、高齢者人口は減少に転ずるものの、少子高齢化に伴い、人口減少が進

むことから、高齢化率は上昇を続ける見込みとなっております。 

また、世帯数の状況につきましては、将来推計などの資料がないため、具体的なお話

はできませんが、国、県の動向、あるいは町における人口減少、高齢化率などの状況を

鑑みれば、当面、高齢者世帯は増加するものと見込んでおります。 

次に、２点目の、地区老人クラブ数、加入会員の減少の現状と体制強化、活動支援の

充実についてであります。 

現在、町内の老人クラブは、26クラブ、571人が活動しており、高齢者人口に対する

加入率は 20.7パーセントでありますが、平成 20年と比較すると、５クラブ、325人減
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少し、加入率では 10.3ポイント下回る状況であり、ライフスタイルの多様化や高齢者

に対する概念の変化などが、会員数の減少に起因しているものと思われます。 

体制強化、活動支援の充実につきましては、これまで会員相互の交流や健康増進、あ

るいは高齢者の社会参加を促すため、ふれあいサロンやすみっこ、葛巻福祉大学などの

各種イベントの開催のほか、地区老人クラブ及び老人クラブ連合会に対し、活動補助金

を交付し、財政的な支援を行ってきたところであります。 

今後も高齢化が進むことが予想され、高齢者の生きがいづくり、地域の孤立防止の観

点からも、老人クラブの体制強化は重要と考えておりますので、老人クラブ連合会、社

会福祉協議会などの関係団体と連携を密にしていきながら、活動支援を進めてまいりた

いと考えております。 

次に、３点目の、高齢者に対する虐待防止施策の現状と、今後の虐待防止対策につい

てであります。 

報道等でご承知のこととは存じますが、先般、特別養護老人ホーム高砂荘におきまし

て、施設職員による入所者への虐待事件が発生しており、あってはならない事件で誠に

遺憾であるとともに、被害を受けられた入所者並びにご家族の皆様方に対しまして、お

見舞いを申し上げます。 

まず、高齢者に対する虐待防止施策の現状でございますが、国では、平成 18年４月

に高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律を施行し、高齢者に

対する身体的、心理的、性的、経済的虐待のほか、介護放棄が含まれており、虐待の行

為者として、家族や親族、同居人等の養護者と養介護施設従事者等の二つが定義付けら

れております。 

この法律において、市町村は、高齢者に対する虐待の防止及び早期発見、高齢者の権

利擁護のための必要な援助を行うものとされており、具体的には、高齢者や養護者に対

する相談や指導、助言のほか、虐待の通報を受けた場合には、速やかに高齢者の安全確

保と事実確認を実施し、必要に応じて警察に援助を要請して立入調査を実施することと

されております。 

さらに、高齢者の生命や健康が損なわれるような事態が予測される場合には、老人福

祉法の規定に基づき居室の確保、あるいは介護保険法に規定する介護老人福祉施設等へ

の入所などの措置を講じるほか、経済的虐待時には、町長の申し立てによる成年後見制

度の利用開始に関する審判の請求を家庭裁判所に行うことになります。 

また、虐待行為者が養介護施設従事者等の場合、県が策定した事務処理要領に基づき、

被害者及び施設関係者に対して事実確認を実施し、虐待の事実を確認できた場合、もし

くは疑われる場合においては、高齢者虐待ケース会議等で検討の上、必要に応じて所管

の県広域振興局保健福祉環境部に報告することとなっております。 

その後の施設関係者に対する改善指導及び処分等については、老人福祉法及び介護保

険法の規定に基づき、養護老人ホームであれば県及び町が、広域型の介護老人福祉施設

等であれば県が、地域密着型介護施設等であれば保険者である盛岡北部行政事務組合が、

それぞれ勧告や命令、指定の取消処分等の権限を適切に行使する流れとなっております。 

今後の虐待防止対策でありますが、養介護施設従事者等につきましては、定期的な介
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護実技指導、虐待防止マニュアルの作成、職員の健康チェックの充実、気づきノートの

記入義務付けなど、改善計画の作成と確実な実行に向けた取り組みを求め、県等関係機

関の指導のもとに施設関係者と町が連携しながら再発防止に努めてまいりたいと考え

ております。 

また、養護者につきましては、養護者同士の交流や介護技術、介護保険サービス等に

ついて学習する家族介護者リフレッシュ事業への参加を促し、日頃の悩みや体験を語り

合うなど、精神的なケアを充実することで虐待防止に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

虐待は、地域や職場での気づきが早期発見につながるものであり、養護者、施設職員

はもちろんのこと、民生児童委員や地域安心生活支援員等の関係者を含めた研修会等を

定期的に開催するほか、パンフレットの配布などの啓発活動を充実させ、町全体で高齢

者にやさしいまちづくりを進めていきたいと考えております。 

次に、４点目の、認知症高齢者の実態と認知症対策支援についてであります。 

まず、認知症高齢者の実態でありますが、高齢化の進展に伴い、認知症を有する高齢

者とその予備軍が急速に増加することが見込まれ、85 歳以上では４人に１人が認知症

であるとも言われており、厚生労働省の推計では、平成 24年時点では 4,620,000人、

平成 37年には 7,000,000人前後に達するとの見通しであります。 

平成 26年 10月１日現在の本町における要介護認定者 608人のうち、厚生労働省の指

標による軽度の認知症が疑われる高齢者は 358人となっており、要介護認定者の約６割

で、平成 20年と比較し、軽度の認知症が疑われる要介護認定者は、約１割増加してお

り、今後においても増加が見込まれるものであります。 

次に、認知症対策支援でありますが、認知症は閉じこもりや寝たきりとの関係が深い

と考えられており、社会参加を促し、人との関わりを持ち続けることで、認知機能低下

等の予防に一定の効果があることから、介護予防マニュアルの生活機能評価による基本

チェックリストの判定結果を踏まえ、早期対応に努めてまいります。 

また、認知症に関する知識習得のための講座や普及啓発、医療機関との連携による早

期受診につなげる取り組みなどを継続するとともに、発症後における支援策として、成

年後見制度、日常生活自立支援事業の利用、消費者被害防止のための支援、関係機関、

団体との連携による見守り体制の構築などに取り組んでまいります。 

次に、５点目の、訪問介護居宅サービス、訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハの現状

とサービス課題についてであります。 

まず、３月時点での訪問介護居宅サービスの現状でありますが、訪問介護の利用者が

55人、訪問入浴介護の利用者が６人、訪問リハビリの利用者は４人となっております。 

その後６月以降、訪問リハビリについては、介護事業者の専門職員が不在の状況とな

り、現在はサービスが休止されている状況にあることから、利用対象者に対しては、訪

問サービスから通所サービスへの変更を要請するなどの対応をしているところであり

ます。 

今後のサービスの課題としましては、高齢者の増加に伴い、サービス利用希望者が増

加する一方で、看護師、介護士、作業療法士などの専門職員の確保が大きな課題になる
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ものであります。 

町では、本年度から看護職員等養成修学資金貸付制度を創設し、人材確保に向けた取

り組みをスタートさせたところでもあり、介護事業者と連携を密にしながら、人材確保

に努めてまいりたいと考えております。 

次に、６点目の、新介護予防・日常生活支援総合事業への移行取組と事業内容につい

てであります。 

今年４月に施行された介護保険制度の一部改正において、今後も増加が予想される高

齢者人口、高齢化率に対応するため、地域の実情にあった地域包括ケアシステムの構築

を求めており、新しい介護予防事業として、現在、介護予防給付として実施している要

支援１、要支援２の者を対象としている介護予防訪問介護、介護予防通所介護のサービ

スを地域支援事業として市町村へ移行するものであります。 

盛岡北部行政事務組合が平成27年度から平成29年度までを計画期間とした第６期介

護保険計画を策定するに当たり、構成市町である八幡平市、岩手町、そして、本町にお

いて、地域支援事業への移行時期について、平成 29年４月から実施することとしてお

ります。 

また、新たな日常生活支援事業についても同様の時期で実施を目指すものであります。 

町では、高齢者人口、高齢者世帯の増加に伴い、高齢者向けの住環境や憩いの場の提

供など、高齢者が生きがいを持ち、安心して暮らせる生活環境の構築が必要と考えてお

りますことから、本年３月に策定した葛巻町高齢者健康福祉計画に基づき、今後取り組

むべき地域支援事業、日常生活支援事業について、具体化に向けた検討を行ってまいり

たいと考えております。 

次に、２件目の、林道案内沢線の通行止め解除の見通しについて、お答えをいたしま

す。 

本路線は、吉ヶ沢地区を起点とし、平船地区の終点まで総延長約 9.8キロメートルの

急峻な山あいを、コンクリート擁壁、切り土や盛り土法面で安定を図りながら築造され

た林道で、県代行事業により平成６年度に完成、開設されたものであります。 

本路線の平船地区側は、法面の傾斜の度合いが比較的大きく、もろい土質の箇所も点

在しているため、豪雨などの影響を受けやすく、これまでも部分的な小崩落が発生をし、

その都度、修繕を繰り返してきた場所でありますが、平成 25年９月に再び切り土法面

の崩落が発生したところで、周辺の状況から再崩落の危険性が懸念されたことから、路

線の一部を通行止めとし、経過観察をしてきたところであります。 

町では、路線復旧に当たり岩手県に対策方法を確認したところ、地すべり災害の場合

は地質の抜本的な対策が必要であり、しばらく状況を観察する必要があるとの指導、助

言をいただき、現在に至っているものであります。 

この間、特にも吉ヶ沢側沿線に多く点在する農林、畜産の営農に影響がないよう管理

を行ってきたところでありますが、本年６月に経過観察の結果を踏まえ、再度、県の指

導を仰いだところ、災害復旧事業の要件に当たらないと判断されたことから、町単独に

よる復旧事業を行うことにしたものであります。 

今後、路線をふさいでいる土砂等、堆積物の除去作業を進め、10 月上旬の作業終了
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を目指しているものであります。車両通行の安全を確保するためには、法面の崩落を抑

止する補強対策が必要でありますので、新年度において、抜本的な復旧工事を実施し、

通行の安全確保と本路線の機能の向上に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理

解を賜りたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

柴田勇雄君。 

 

３番（ 柴田勇雄君 ） 

どうもありがとうございました。 

まず、高齢者人口ですが、どちらかと言えば、高齢化率が上がっていくというような

部分については、非常に暗い面を持っているわけでございますけども、ただ、当町の中

身を分析してみますと、高齢者の人口が増加するというようなことではなくて、逆に、

総人口も減っていきますけども、高齢者人口も減ってくるような感じがしますので、高

齢化率だけ叫んでおりますと、なんとなく、しょぼんでしまいますけども、そういうよ

うな発想ではなくて、やがて２人に１人は高齢者の町になっていくことは確かなのです

けども、逆に、人生経験豊かな方々がたくさん住んでいる町というような捉え方をして

のまちづくりが、私は極めて大事ではないかというように思っております。急激に高齢

化率を下げようとか、そういうようなことは、もうできないわけでございますので、そ

ういったような人生経験が豊かな方々がたくさん住むまちづくりを、この高齢者の方々

にも一緒になって、ぜひ、そういったような施策をすべきではないかというように私は

思っております。まだまだ余力を残している高齢者の方々はたくさんいるわけです。そ

ういったような考えはどのような観点をお持ちになっているでしょうか。高齢化だけを

問題視するのではなくて、そういうような考え方で取り組むというような発想の方がよ

ろしいのではないかというようなことに着目したらどうかという提案なのですが、町長、

その辺はどのように考えていますか。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

町長。 

 

町長（ 鈴木重男君 ） 

今、柴田議員からの質問、そのとおりだというように思っておりまして、高齢化する

ことが、大きく町の元気を低下することのないような、高齢化に合った、そういったま

ちづくりを進めていかなければならないというように常々思っているところでありま

す。産業の面においても、高齢者を活用できるような、高齢者の皆さんがいきいきと生

涯現役を貫けるような、そしてまた、町のいろいろな取り組み、あるいはボランティア

等の、そういった活動をしていただけるような、そういう環境をつくってまいりたいと

いうように思っているものであります。産業、特にも我が町葛巻は一次産業が基幹産業

でありますので、基幹産業を通しながら生涯現役を貫けるような、そういったことをひ
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とつずつ、今後、考え、提案してまいりたいというように思っておりますので、よろし

くどうぞお願いいたします。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

柴田勇雄君。 

 

３番（ 柴田勇雄君 ） 

大体、視点は相違ないようでございますので、そういったような視点で、今後、高齢

者対策をやっていただきたいし、それからまた、高齢者の方々を大事にするというよう

なことは、本当に、これまで努力してきた、まちづくりの一番の先駆者の方々ばかりで

ございますので、ぜひ、そういうような視点に立った高齢者の充実を図っていただきた

いというように思っております。 

次に、老人クラブの関係ですが、先ほど答弁の中にありましたとおり、地区の老人ク

ラブ数が五つ少なくなって、会員の方が 325人少なくなっているというようなことでご

ざいまして、このままいきますと、さらに少なくなっていくのではないかと、このよう

に思います。 

そこで、原因は、私から見ますと、若い方々が老人クラブに入ってきますと、地区老

人クラブの会長や、その会計役員、そういったようなものに就任させられると、そうい

ったような意味で、なり手がなくて、老人クラブがなくなるケースが多いような感じが

するわけです。 

それで、例えば、行政にも自治会等の地域担当職員がいるわけでございますけども、

そういったような方々も、もう少し地区老人クラブの方にも目配りをしていただきなが

ら、ぜひ、地域担当職員の方々からも、こういったような地区の老人クラブの育成につ

いても応援体制を確立していただけないものかどうか、その点が一つと、さらに、私も

町職員のＯＢなわけでございますけれども、町内には 150人を超える高齢者の町職員退

職ＯＢの方々がおられるわけですが、そういったようなＯＢ職員の方々が地区老人クラ

ブに加入しているかと言えば、必ずしも、そうにもなっていない。それで、現職のとき

には、老人クラブの方々の育成強化に尽力されたＯＢの方々でございますので、その趣

旨は十分分かっているかと思っておりますけども、そういったような方々が入っていた

だければ、少しは、こういったような面でも、特に事務的なものには精通しております

ので、この地区の老人クラブ等についても、私は、かなり、より良い担い手になってい

ただけるのではないかと、そういったような意味では、現職の方々から、そういうよう

な意識の醸成をできないのかどうか、そのことが、やがて 60歳を超え、65歳になった

あたりで地区老人クラブの方々になっていただいて、住民の方々と一緒に交わっていく

ような工夫が必要ではないかと思うのですが、その点はいかがでしょうか。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

総務企画課長。 
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総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

まず、地域担当職員の関係について、総務企画課の方からお答えいたします。 

現在、地域担当職員の方は自治会活動の支援ということで置いておりまして、老人ク

ラブということを前提にはしていない現状にございます。地域の方で老人クラブ、ある

いは、その他には婦人会活動とか、いろいろ少人数により弊害が出てきていることは承

知してございます。そういった中で、今後どのようにしていかなければならないかとい

うことは、根本的な問題として考えていかなければならないと思っております。地域担

当職員を充てるかどうかということにつきましては、そういったことも含めまして、も

う少し検討させていただければと思います。よろしくお願いします。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

健康福祉課長。 

 

健康福祉課長（ 深澤口和則君 ） 

それでは、２点目の、役場ＯＢの方々などの加入促進というお尋ねにつきまして、健

康福祉課長からお答えさせていただきます。 

柴田議員さんお話のとおり、役場のＯＢの方々かなりの人数の方々がいらっしゃるか

と思います。現状、どれだけの方が、それぞれの地区の老人クラブの方に加入されてい

るか、手元に資料はございませんので、これは後ほど調査させていただくということに

させていただきたいと思うのですが、ボランティアですとか、いろいろな場面でＯＢの

方々に活躍していただいております。それぞれ、かなりの分野にわたって、あっちもこ

っちものというようなことで、これは、すべての方々がということではないと思うので

すが、機会あるごとに役場ＯＢの総会ですとか、そういった機会等もあるようでござい

ますので、そういった場での要請なり、これから、いろいろと、そういった要請と言い

ましょうか、啓発と言いましょうか、老人クラブ連合会等からもご意見を頂戴しながら、

今後、そういった取り組みも進めさせていただきたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

柴田勇雄君。 

 

３番（ 柴田勇雄君 ） 

私も、今、新町老人クラブの一会員として加入させていただいているのですが、現在

28人の会員の中で、75歳以上の後期高齢者の方は 25人なわけですよ。そうしますと、

結局、もう超高齢化になって、徐々に徐々に活動が低下していくので、新会員が入らな

い限りは、どうしても活力が生まれてこないというような感じになっておりますので、

そういったような面で若い方々、この魅力があるとかないとか、いろいろな課題もたく

さんあるかと思っておりますので、我々老人クラブも、さらに一生懸命努力しなければ

ならないと思うのでございますけども、ご自分も加入した上で、さらに、そういったよ
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うな高齢者の方々のお世話をしていただくのもボランティアのうちのひとつですし、そ

ういったような、本当に地域包括の中での事業のうちのひとつになるのではないかと思

っておりますので、この辺が、きちっとした体制ができれば、私は地域包括支援センタ

ーの方の部分にいっても十分な対応力が出てくるものではないかと思っておりますの

で、これは、ここで決着するものではございませんけども、ぜひ、そういうような視点

を持っていただいた対応をやっていただきたいというように思っております。長寿を祝

う会も年々減ってきております。そういったような意味からも、やはり高齢者の方々に

も活力を与えていただくような、そういったような施策も、ぜひ取り入れていただきた

いというようなことでございますので、今年の３月に策定いたしました計画書などにつ

いても、そういったような視点も、ぜひ今後の計画の中には取り入れてやっていただき

たいということでございます。 

次に、虐待防止でございますが、この虐待防止についても非常に難しい問題が、その

内容にたくさん含まれていると思われます。もちろん虐待は許されない行為なわけでご

ざいますが、その虐待の中でも、徘徊とか、暴言、暴力、あと、物取られ症状とか、妄

想とか、もの忘れとか、そういったような、いろいろな対象者がいるようでございます

が、こういったような事件等が発生してきますと、どちらかと言えば被害者の方に目を

向けがちなような感じがしますけども、逆に、これを守っていただく、介護していただ

く方々にも、やはり、それ相当の勇気づけみたいなものも私は必要ではないかと、先ほ

どの答弁の中でも、介護職がなかなか見つからないとか、そういうような要因もあるよ

うではございますけれども、そういったような意味では、その様々な行為を繰り返すと

は思いますけども、この両方への支援を、虐待防止の対象者、あるいは、する方も、さ

れる方も両方の視点からの対策が必要ではないかと思われますので、そういうような視

点から話しているわけではございます。 

例えば、今年度の２月６日付けで、国の方から虐待防止の通知が町の方に入っている

ようでございます。先ほど人数等もお聞きしましたが、軽度の方 358人。そういったよ

うな際に、各施設とか、こういったような養護者の方々にどのような、この国から来た

通達が回っているのか、全然やらなかったのか、それから隅から隅まで、こういったよ

うなことを対応したのかどうか、その点はいかがだったでしょうか。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

健康福祉課長。 

 

健康福祉課長（ 深澤口和則君 ） 

ただいまのご質問につきまして、今、手元に資料の方を準備してございません。大変

申し訳ございません。その通達の内容について、早急に調査の上、ご答弁させていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

柴田勇雄君。 
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３番（ 柴田勇雄君 ） 

それから、例えば、指導する町でございますので、問題行動が多い対象者の方々には、

１人ではなくて、複数で対応していただくとか、これは防止対策なのですが、あとは、

カメラなどに収めていただいて、より良い処遇に当たっていただくとか、そういうよう

なケースも他ではやっているというようなことも聞いておりますが、そういったような

指導も行う予定があるでしょうか。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

健康福祉課長。 

 

健康福祉課長（ 深澤口和則君 ） 

ただいまの件につきまして、お答え申し上げます。 

今回、事案が発生いたしまして、施設の方から町に報告をいただき、町の方でも、そ

れに向けて対応してまいったわけでございます。施設の方に対しましては改善計画等、

現在も策定に向けて作業を進め、できる部分から実施しつつありますけれども、今お話

のあったようなことにつきましても、施設職員の部分についてということかと思うわけ

ですが、対応等について、いろいろ改善策を検討し、その未然防止に向けて取り組みを

進めているところでございますので、ご理解よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

柴田勇雄君。 

 

３番（ 柴田勇雄君 ） 

いずれ、この間のような事例が発生しないような、当町からは、そのようなことは出

ないような、ぜひ強い指導力を発揮していただいて、この養護者についても、施設の介

護についても、防止をしていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 

次に、認知症の高齢者の関係ですが、老々介護という言葉は前々から聞いた部分では

ございますが、近年、この認知症の方が認知症の方を介護するというようなことで、最

近は認々介護という用語も出てきているというようなことでございまして、これは介護

する方も、される方も認知症症状があるというようなことで、先ほどの高齢者のみ世帯

が増えているということは、こういったようなことも徐々には深刻化していくというよ

うなことも考えられますので、こういったような対応についても、どのように資すれば

いいのか、ぜひ十分な事前対策を考えていただければというように思っておりますので、

特に施設の方については、すぐに指導できるかと思われますが、養護者の方の現状は、

どのような形での指導がなされているのか、お聞きいたしたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

健康福祉課長。 
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健康福祉課長（ 深澤口和則君 ） 

家庭内等の部分につきましては、町長が先ほどご答弁申し上げましたようなリフレッ

シュ事業とか、そういった部分で、いろいろと情報提供するなどの対応をこれまで進め

ておりますし、また、こういった認知症防止ということから、これまで民生委員ですと

か、保健委員、その他各種団体、あるいは小中学生、高校生等まで含めて、認知症サポ

ーター養成講座というような、これは家庭をターゲットということではございませんが、

町全体で、そうした見守り体制をつくりましょうというようなことから、事業を展開し

てまいりました。今年度も、小学校２校を対象に、こういった養成講座も実施しまして、

地域全体で、そういった防止対策というような体制を組んでいるものでございます。 

それと、もうひとつ、先ほど保留にさせていただいております質問について、27 年

２月 16日付けの厚生労働省の局長通達でございます。これについては、各施設の方に

は周知はしていないところでございますが、先般、今回の事案発生に伴いまして、県の

方から県内の各施設の方にそういった関係の周知がなされておりまして、これを受けま

して、町の方からも各施設の方につきましては、再発防止に努めるようにというような

ことから厚生労働省、あるいは県の、そういった関係の、これまでの対応策等について

もホームページ等を確認しながら十分に注意してくださいという旨の通知を発出した

ところでございます。よろしくお願いします。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

柴田勇雄君。 

 

３番（ 柴田勇雄君 ） 

ただいま、虐待の方に答弁がありましたので、例えば、２月にきて、早急にそういっ

たような通達を各施設などにもやっているとすれば、あるいは、そういったような事件

に対しても、何ら指導しないまま、このような事件が起きましたよというように言われ

ても仕方ないような感じがしますので、そういったような部分で、やはりきめの細かい、

この虐待防止に対する町の意識ももう少し高く持ってもらって、やはり、それなりの対

応をしなければ、こういうような事例も発生してくるというようなことも自覚していた

だいて、今後も対応してもらわなければダメだとそのように思っておりますので、そう

いったようなところを、きちっとした対応をしなければダメですよというようなことを

注意喚起しておきたいと思います。 

それから、居宅介護サービスですが、一部休止しているというようなものでございま

すけども、介護保険制度で介護保険料を支払って、全国的に一律にこういうようなもの

がなされておりますので、休止しているということはサービス低下につながるというよ

うなものでございますから、こういったような部分については、早急に正常なサービス

をやっていただけるようなシステムをつくるべきだと、このように思いますが、この点

についてはいかがでしょうか。 
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議長（ 中崎和久君 ） 

健康福祉課長。 

 

健康福祉課長（ 深澤口和則君 ） 

ただいまのご質問について、お答えいたします。 

冒頭で町長からもご答弁申し上げたような状況で、残念ながら休止しているサービス

もございます。人材等が確保されていないというような状況から、やむを得なく、こう

いう状況に至っているものでございますけれども、これはサービスを受けている方々、

あとは事業者さんとも、よく協議をしながら一日も早く復旧できるような体制について、

今後、努力をしてまいりたいというように思っておりますので、ご理解賜りたいと思い

ます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

柴田勇雄君。 

 

３番（ 柴田勇雄君 ） 

ぜひ、早めに、こういったようなものは回復していただくようにお願いをいたしたい

と思っております。 

最後になりました。林道案内沢線の方でございますが、県からの指導で、このような

形をとってきたというようなことで、町単独事業で対応するという先ほどの答弁でござ

いました。そうしますと、10月というようなお話がありましたけども、10月くらいか

らは、あそこは通行が可能になるというような解釈でよろしいでしょうか。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 冬村一彦君 ） 

現在、堆積しております土砂の取り除きに向けて準備をしているところでございまし

て、10 月上旬には除去する見通しでございます。ただ、町長の答弁でもございました

とおり、抜本的な対策が必要でございますので、林業の関係者、山林所有者等に限って

の通行にしたいと思っております。一般の行楽の方々については、危険も伴いますので、

制限をしたいと思っております。以上です。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

柴田勇雄君。 

 

３番（ 柴田勇雄君 ） 

時間がありませんけども、条件付けの通行可能というような形に考えているというよ

うなことでしょうか。住民の方々については、どういったような周知をされますか。そ
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のことを１点聞いて、私の質問を終わらせてもらいます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 冬村一彦君 ） 

広報あるいは自主放送等により、住民の方々には周知したいと思っておりますし、山

林の所有者の方々には文書にて通知いたしたいと思っております。以上です。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

ここで、11時 15分まで休憩します。 

 

（ 休憩時刻 １１時０３分 ） 

（ 再開時刻 １１時１５分 ） 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

休憩前に引き続き、会議を再開します。 

一般質問を続けます。 

７番、山岸はる美さん。 

 

７番（ 山岸はる美さん ） 

それでは、私から、通告していた町内産業の活性化について伺います。 

まず、１番目でありますが、労働力人口の確保策について伺います。 

出生数の減少、人口流出による人口減少は様々な影響を及ぼしています。日本創成会

議が将来消滅する自治体として発表された人口の予測は衝撃的なものでした。町では、

定住化対策、子育て支援対策など、対策をとってきており、その成果は上がってきてい

ると思います。さて、ここ 10年、毎年 30人と少しの出生数で推移しています。その子

どもたちが 15歳に達すると労働力人口と見なされます。 

現在、町内には多種多様な職種があります。町の重要な産業であり、雇用の場となっ

ています。また、そこには安定した人材があるからこそ経営が成り立っていくと思いま

す。いかにして、生まれた子どもたちを町内に定住させられるか。また、町外から定住

者を呼び込み、人口流出させないかが重要と考えますが、町の対応を伺います。 

次でありますが、町発注工事の精算払いの迅速化について伺います。 

町の公共施設の建設は立て続けに発注されており、建設業界の活性化に貢献しており

ます。一方、東日本大震災の被災地では、資材の高騰、人材不足、用地問題、様々なこ

とで、発注する側と受け手となる建設業者で入札不調は 21パーセント程度であります。

そのような中で推移しております。そのような中でも、県営建設工事は２週間ほどで精

算払いになるようであります。町発注工事も精算払いを迅速化の考えについて伺います。 

次に、３点目でありますが、減少し続ける農家への支援と指導の関係機関との連携に
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ついて伺います。 

町では、新くずまき型酪農構想を進めています。さて、畜産農家は、26年 156戸が、

本年８月は 139戸まで減少しています。その中でも、搾乳牛から和牛へ転換した農家も

あります。平成 25年８月に酪農家の現況及び将来の意向についてアンケートを実施し

たわけですが、大変貴重な中身でありますが、担当課とＪＡなどと協議とか、出てきた

問題点について共通認識されたのか伺います。 

次に、４点目でありますが、新たな転作品目の導入の考えについて伺います。 

酪農経営は、労働力の負担と家畜を飼養するため、頭数に見合った労働力も求められ

ます。町には、花卉、野菜、園芸農家もありますが、例えば、畜産業を辞めたが、農業

に携わり農業所得に結びつく新たな転作品目の導入の考えを持っておられるのか、以上

４点についてお伺いいたします。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

町長。 

 

町長（ 鈴木重男君 ） 

ただいまの山岸議員の質問に、お答えをいたします。 

１件目の町内産業の活性化について、お答えをいたします。 

まず、１点目の、労働力人口の確保策についてであります。 

本町における平成 22年国勢調査の産業別就業人口は 3,481人で、15歳以上の就業率

は 52.3パーセントとなっております。 

これは、20年前の平成２年調査時と比較し、就業人口で約 2,000人、就業率では 13.1

ポイントの減少となっており、高齢化率の上昇に伴い、15 歳以上の就業人口、就業率

が、今後も減少することが予想されます。 

また、この 20年間で、サービス業などの三次産業の就業者数は、約１割の減少に止

まっている一方で、農林業の一次産業、工業・生産業の二次産業の就業者数はそれぞれ

半減しております。 

一次、二次産業離れが深刻化する一方で、人口減少対策として雇用の場の創出が町の

重要課題のひとつであります。 

このような状況の中、町では、平成 22年度に若者・高齢者雇用奨励金を創設をし、

平成 26年度末までの５年間で 47事業所、176人を対象に約 53,000,000円の奨励金を

交付しております。 

今年度は、対象者を各年代に拡充し、さらなる雇用の創出や企業の労働力確保に努め

ております。 

また、雇用奨励金のほかにも、農林商工業の各分野において、各種助成制度、利用促

進・消費喚起策、賑わい創出、担い手育成支援など、包括的な取り組みにより、産業全

体の活性化と連携による地域経済の底上げに努めてまいったところでもあります。 

今後の労働力人口の確保策でありますが、人口減少、高齢化が進む中、若者の就業ニ

ーズの多様化、偏在化が顕著であり、労働力人口の確保が難しい状況にあります。 



１７ 

  

特にも、一次、二次産業は、より厳しさを増しており、こうした中、町では、基幹産

業である酪農、林業の振興を柱に、まちづくりを進めてきており、現在、策定作業を進

めている町総合計画、地方版総合戦略においても、地域産業の新たな発展と展開を課題

として位置づけており、新葛巻型酪農構想の推進、地域資源の高付加価値化、新たな地

域産業の創出に向けた起業支援、資源循環型の林業振興、包括的なくずまきブランドの

確立などに取り組み、雇用の場、労働力人口の確保はもちろんのこと、次代を担う人材

の育成にも努めてまいりたいと考えております。 

特にも、熱意を持った若い世代が町に定住し、各産業分野に定着、活躍できるよう、

関係機関と連携をし、全面的な育成、支援の体制を整え、地域資源を活用した６次産業

化や、新たな地域産業の創出による雇用、就労を増やしたいと考えておるところであり

ます。 

次に、２点目の、町発注工事の精算払いの迅速化についてであります。 

町が締結する工事請負契約では、請負業者から工事完成の通知を受けた日から 14日

以内に完成検査を実施し、完成検査に合格した後、請負業者から請求を受け、請求を受

けた日から 40日以内に支払いを終えることにしております。 

これらの契約に関する日数設定は、政府契約の支払遅延防止等を目的に制定されてい

る政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定に準じた運用であり、支出処理に係る

内部手続きの期間、町の資金繰り、金融機関への手続きなどに要する期間などを考慮し

て設定しているものであり、妥当なものであると考えております。 

仮に、町の責に帰すべき事由により、請負代金の支払いに遅延が生じた場合、請負業

者は、遅延日数に応じて年 2.9パーセントの割合で計算した遅延利息の支払いを発注者

である町に対して請求することができる規定も設けているものであります。 

また、町では、実際の運用上、早期支払いに努めているところであり、請負業者から

の請求後、速やかに会計処理を行っているほか、請負業者から相談があった場合には、

契約書に定める規定の範囲内において、個別事情にも対応しているところであります。 

さらに、町が締結する工事請負契約にあっては、請負代金額の 10分の５の範囲以内

で前金払いの請求ができるほか、工事完成前であっても請負代金相当額の 10分の９の

範囲以内で、出来高部分に相応する額を請求することができる部分払いの規定も設けて

おり、請負業者の資金繰りに配慮してきているものであります。 

これまでも速やかな手続きと、請負業者の資金需要に配慮した会計処理を手掛けてま

いったものであります。 

次に、３点目の、減少し続ける農家への支援と指導の関係機関との連携についてであ

ります。 

国内では、農業者の高齢化などで販売農家数は年々減少傾向にあり、平成 22年の農

林業センサスによる農家数は 1,631,000戸で、平成 12年との比較で約３割減少してお

ります。 

葛巻町の農家数においては、平成 22年に 560戸で、平成 12年との比較で４割を超え

る減少となっており、その減少率は全国を大幅に上回っております。 

このような状況の中、町では、後継者が希望を持って農業に取り組める環境、あるい
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は後継者、担い手の確保のため、様々な支援、対策に取り組んできたところであります

が、人口減少とともに農家戸数、生産量ともに減少傾向に歯止めがかかっていない現状

にあります。 

特にも、町の基幹産業である酪農は、120年以上の歴史を重ね、特色ある取り組みに

より、東北一の規模を誇っており、今後、さらに持続、発展させていくことが重要との

思いから、平成 25年度に新葛巻型酪農構想策定のためのプロジェクトチームを立ち上

げ、将来を見据えた農業、酪農振興の指針となる構想を昨年度取りまとめたところであ

ります。 

今後、当該構想の着実な実現に向け、規模拡大を望む農家に対して各種施策を積極的

に展開していく考えであります。 

また、耕種農家に対しましては、葛巻町農業再生協議会による生産管理用資材等の支

援を引き続き行うとともに、肉用牛農家、特用林産物生産農家等に対しては、国、県の

補助事業等を活用しながら、効率的な経営と担い手の確保に向けた支援の充実を図り、

農家が年齢を重ねても末永く続けられる持続可能な農業の推進を図ってまいりたいと

考えております。 

指導の関係機関との連携につきましては、栽培及び経営指導を県の機関である八幡平

農業改良普及センターが中心に行っているところでありますし、農協が主催する定期的

な栽培講習会など、農業改良普及員が講師として町内を巡回しながら、指導を行う体制

を確立をしております。 

また、普及センターでは、関係機関との連携強化を行うことを今年度の活動目標に掲

げており、町としましても、普及センターと連携を図りながら、農業関係機関、団体で

構成される葛巻町産業振興協議会や葛巻町農業再生協議会などの各種会議において情

報共有を積極的に行うことで、農業の活性化への取り組みを推進してまいりたいと考え

ております。 

次に、４点目の、新たな転作品目の導入の考えについてであります。 

国では、経営所得安定対策を推進し、水田農業全体の所得向上などにより、農業経営

の安定化と、食料自給率、自給力の向上を図るため、戦略作物と言われる飼料用米や飼

料作物、麦、大豆などの本作化を進め、水田のフル活用を図る水田利用の直接支払交付

金を実施しております。 

町では、葛巻町農業再生協議会を通じて、農家に対する経営所得安定対策制度交付金

の交付額が、平成 26年度は全体で１億円を超えている状況にあり、その約８割が飼料

作物の作付けに対するものであります。 

さらに、町では、飼料作物を１ヘクタール以上作付けしている農家に対し、地域の取

り組みに応じて設定できる産地交付金も活用し、10 アール当たり 3,000 円を上乗せし

て支援をしているものであります。 

このような状況を踏まえ、当町における新たな転作作目の導入については、国の戦略

作物などの状況を勘案しながら検討する考えでありますが、基幹産業である酪農の持続、

発展に重要である飼料作物を中心に、今後とも経営所得安定対策を最大限活用し、重点

的に推進を図ってまいりたいと考えておるものであります。 
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また、町の転作における地域振興作物は、長きにわたる栽培の歴史の中で根付いてき

た作物である、ほうれんそう、野沢菜、葉たばこ、りんどう、小菊、雑穀などを主体と

していることから、引き続き、地域振興作物として推進するとともに、将来的には、バ

イオマスプラントの排熱を利用した施設園芸の導入など、より収益性の高い地域振興作

物の導入の検討を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

山岸はる美さん。 

 

７番（ 山岸はる美さん ） 

ただいま、町長から答弁をいただきましたが、私も国調のデータをいただいておりま

すので、同じ内容かとは思いますが、例えば、私も平成２年と平成 22年で比較してみ

ました。平成２年の就業者総数は 5,432人で、20年後の 22年では 3,481人で、おおよ

そ 1,950人の減少になっております。また、産業別で見ますと、農業就業者総数は、平

成２年が 1,987人で、22年が 1,000人で、おおよそ半分の 1,000人の減少になってお

ります。林業就業者総数、平成２年が 157人で、22年が 115人で、おおよそ 40人の減

少であります。また、建設就業者総数、平成２年が 870人で、20年後の 22年が 419人

で、おおよそ 450人の減少という状況であります。 

このままで推移しますと、町内の産業は人材確保で困窮する状況に陥ります。また、

そこには様々な資格者、技術者、職人が必要とされてくると思います。 

町では、医療施設等の看護師等の確保を図ることを目的として、看護職員等養成修学

資金貸付制度を始めましたが、このような制度を他分野の技術の取得者に対しても支援

される考えはないのでしょうか。 

また、それぞれ進学、就職、様々な経験、技術力を取得し、町へ戻ってきたときの受

け入れ態勢の構築が大変重要であると考えます。この点についての考えを伺います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

 まず、私の方から制度の現状の方について、お答えいたします。 

 医師養成資金、看護師等養成資金のような類いのようなものということでございます

が、今、うちの方で産業といいますか、間口といいますか、幅も広い、そういったこと

もございまして、直接的な制度そのものというよりも、例えば、これは商工会の関係の

方ですが、くずまき型持続可能な産業づくり支援事業というようなのをつくりまして、

それぞれの事業主で研修に出すときに、その助成をするとか、あるいは森林組合さんの

方では、こちらに来たときに研修制度に助成するとか、そういった研修制度に助成する、

そういった形で、今、人材確保の方に努めているというような状況でございます。 
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議長（ 中崎和久君 ） 

山岸はる美さん。 

 

７番（ 山岸はる美さん ） 

先ほど一度伺ったことですが、例えば、いろいろな産業、職種の中にも、医療関係で

もありますが、この産業関係を見ましても、技術者というか、そういう人材確保が大変

必要になって、人材が、技術者がいなければ、その業務を成せないということが、先ほ

どの一般質問でもありましたように、そういう技術者の確保が必要になってきます。で

すから、そういう技術者は、こういうように人材確保の観点から見ても、そういう技術

者を、医療関係の看護職員等養成修学資金貸付制度を、また、いろいろな町の子どもた

ちが、これから成人になるとき、様々な分野で技術力を、また、資格を取得するには、

それ相当の、やはり学校を踏まなければならない。同じような対応ができないものでし

ょうか。その点について、もう一度お伺いします。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

 技術者の養成ということでございますが、これにつきましては、３年ほど前からでご

ざいますが、各職場、あるいは企業といいますか、そういう方々の中で、必要な技術を

習得していただくというような考え方の中で、その制度を既に設けてございまして、町

内の工務店といいますか、そういう方々の中でも、その事業を導入しながら、そういう

技術の習得にも努めている部分がございます。いずれ、そういう中で、さらに一層、そ

ういう制度も充実させながら、その技術の習得、人材の育成、こういったようなものに

一層努めていかなければならないと、このように思っているところであります。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

山岸はる美さん。 

 

７番（ 山岸はる美さん ） 

その制度の利用の状況は、どういうようになっているのでしょうか。 

また、それぞれ、やはり得手不得手なところがあり、また、それとは別に町外へ進学

とか就職、様々な経験とか技術力を取得し、町へ戻ったときの受け入れ態勢の構築が大

変重要であると考えております。この点についても、答弁をお願いいたします。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

副町長。 

 



２１ 

  

副町長（ 觸澤義美君 ） 

 技術の習得につきましては、これまでは、それぞれの企業等で、あるいは職場等で必

要な技術者の確保という観点の中から、これまで、先ほど申し上げたような制度の中で

進めてまいりまして、確か、これまで２人ほどあったと、このように思っておるところ

であります。 

それから、これからの受け入れの対応ということでございますが、まさに今、地方創

生の中でも雇用、そしてまた、労働力の確保というのが、地方にとっても最も大事なも

のでございますし、そういう中で、特にも農林水産の成長戦略といいますか、産業化、

そういったような中での、特にも当町におきましては、酪農、林業をいかに付加価値を

高めて、雇用と所得をもたらすような状況をどう構築していくかというものが今回の大

きな課題でもあると、そのように思っているところであります。 

それからまた、この戦略計画を立てるに当たって、各産業団体等とも協議をしてまい

りましたが、まさに、そういったような人材の育成という観点での課題ということも提

起をしていただいておるところでありますし、今後の総合計画、あるいは地方戦略版の

策定に当たっては、そういう熱意のある人材の確保、育成、そしてまた、事業に対して

もサポートしていくといいますか、制度的にもしっかりと支えながら、そういう体制も

今後考えていかなければならないと、そしてまた、今回の計画には、特にも、そういう

部分を重点づけていかなければならないと、このように思っているところであります。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

山岸はる美さん。 

 

７番（ 山岸はる美さん ） 

ここ十数年 30人くらいの子どもたちが出生しているわけでありますが、その子ども

たちにとって、これから、いろいろな、医療関係、介護、産業、いずれにしても技術、

資格、そういった方面で子どもたちが、この町に残って町の活力として、人材として、

町で受け入れるには、やはり様々な資格を希望する子どもたちには、その時点で、企業

者に任せて、その利用者の状況は２人ほどということではありますが、これから、やは

り資格の時代であります。広く、また、同じような目で、子どもたちが、この葛巻に残

っても間違いなく、この葛巻で採用できて、そういうように取った技術を活かせるよう

な仕組みが必要と思われます。 

また、今後も定住者を呼び込む政策を打ち出していただきたいと思います。 

それとともに大事なことは、家業の後継者、親の面倒をみている人とか、本来、葛巻

に住んでいる人たちにとっても、仕事の傍ら趣味を活かせる、若い人たちが集い、町の

特産品を利用した６次産業化に挑戦させられる拠点づくりと、若いということは経済的

にも余裕がない人たちにも機会を与えられる支援体制が必要と思います。そのような中

で、賑わいを創出できるようなまちづくりが、住み続けたいとか、おもしろいとか、楽

しみにつながることが、住民の満足度に結びつくと思います。 

併せて、ただいま岩手県の最低賃金等が紙面等で取り上げられておりますが、全国都
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道府県でも下位の方であります。地方創生の中でも、この最低賃金が 700円を超えない

状況というのは、国の方でも議論されてはいるようではありますが、ここ１年でしょう

か、技術者、職員になった方々が人材流出された案件もあります。今後は、人材の取り

合いが加速すると思われますが、就労年数に応じた賃金の底上げが一番と思われますが、

この点についても答弁いただければと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

 最低賃金等の関わりでございますけども、これまで議員さんおっしゃるとおり、その

定住、移住の関係から様々な取り組みをしてきているわけでございます。そういった中

で、ひとつの考え方として、基本的に、まさしく町の所得水準の底上げという、先ほど

の町長の答弁にありますとおり、そこが課題と認識してございます。そういった中で、

その支援策の形として事業主の、あるいは酪農家、農家とか、そういった、いずれ経営

者の生産力の向上という部分を充実することによって、それが所得に結びつく、そうい

った狙い、あるいは思いの中で各種施策を展開してございます。そういった中で、最低

賃金などというのも当然、最低賃金は最低賃金法で決まったルールでございますので、

これは必ず守らなければならない。ただ、農家に関しては、親族等だけでやっている場

合は適用にはならないわけですけども、例えば農業委員会さんの方でやっております家

族経営協定とか、あるいは名前が変わったと思いますが、小作料標準表を示して参考に

しながら、そういったトータルでの所得向上といいますか、そういった水準を上げるこ

とによって魅力とか、そういったものに結びつけられるという考え方でやってございま

して、こういった取り組んでいる事業を、さらに充実強化させていくことが大事かなと

いうように思ってございます。よろしくお願いします。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

山岸はる美さん。 

 

７番（ 山岸はる美さん ） 

所得も大事であります。最低賃金、別にそれは最低賃金であって、やはり就労年数に

応じた賃金の総合的な底上げが、どうして人口流出になってしまうのかと考えたとき、

一番そこにいくのではないかと思います。また、先ほど私が、その地方創生の中で言わ

れております定住者を呼び込むための誇りを持てる町と言いますが、本来、葛巻に住ん

でいる人たちにとっても、賑わいを創出できるとか、若い人たちが集って、また、そう

いう自分たちの趣味を活かせるとか、そういう賑わいを持たせるような支援体制が必要

と思うということでありますが、その点についての答弁をいただきたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 
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総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

すみません。就労年数の関係につきましては、先ほどの答弁と関連しますが、したが

いまして、例えば、直接的に町で何年働いたものは、このくらい支払いがいいのではな

いかですかと、そういう指導ではなくて、そういった事業主側が、その生産力を上げた

中で、では、このくらいの年数の人が、こういうような支払い、企業体系になるかと思

うのですが、そういったのを充実整備してまいりたい、そういったことを指導するとい

うような役割かなと行政の方はと思ってございます。 

 

７番（ 山岸はる美さん ） 

町の産業の活性化については、労働力人口の確保が一番だと思いますし、所得のこと

もですが、所得と、やはり魅力ある町、よく町長がおっしゃられますが、実際にこの葛

巻に住んでいる人たちの満足度、なかなか皆さん仕事の傍ら、やはり自分たちの趣味を

活かせるとか、また、若い人たちが集って町の特産品を利用した６次産業化に挑戦して

みたいとか、そういう拠点づくりとか、経済的に余裕がない人たちにも機会を与えられ

るような支援体制が必要と思われますが、その点についての答弁をお願いします。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

 お答え申し上げます。 

 基本的には、賃金の部分等々については、先ほどのお話にもございますように、やは

り事業主の収益を上げながら、そういう環境をつくっていくというのは、基本的に事業

主として努力していただかなければならない部分であろうと、このように思っていると

ころでありますし、また、もう１点で、町の方として、では、どういう対応ということ

になりますと、例えば、今、若者定住に向けての諸対策を、Ｉターン、Ｕターン等々の

受け入れの際の町からの支援、あるいは住宅の関係につきましても、そういう若者定住

向けの住宅を整備しながら、そういう環境を整えていく。そのことによりまして一定の、

例えばですが、盛岡周辺と比較した場合に、町としての、そういう支援対策と併せて、

地域の賃金が低いという話でございますが、そういう部分を、まさに行政のそういう支

援制度によりまして、補完して、そして、ここでも十分生活していけるといいますか、

そういう部分の対応としても、先ほど申し上げましたような若者定住対策等々につきま

しても、対策も講じておるものでありますし、それから、もうひとつは、保育園の保育

料、あるいは医療費の無料化なども、その一環であるわけでありますので、ご理解を賜

りたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 
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山岸はる美さん。 

 

７番（ 山岸はる美さん ） 

先ほども質問したとおり、家業の後継者とか、親の面倒をみなければならない、本来、

葛巻に住んでいる人たちにとっても満足度、それは、やはり仕事をしつつも、自分たち

の趣味が活かせるとか、住んでいる人たちもすごく楽しい、おもしろい町である、その

ことが、やはり、よそからの定住者を招くきっかけになると思いますので、その点につ

いては、今後も引き続き努力していただきたいと思います。 

それでは、２点目に移ります。先ほど、期限内の支払いだから問題がないということ

ではありますが、建設業関係、やはり厳しいものがあります。私たち行政に携わる者は、

スピード感を持って物事に対処するものと思います。精算払いが早めになれば、次の仕

事の補償金、また、賃金の支払いも円滑されるというメリットがあると思いますが、こ

の点についてはいかがでしょうか。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

支払いの関係ですけども、ルールに基づいているから問題がないという認識ではなく

て、お答えしました、その日数等については、これは最終の支払期限、私らが、どんな

ことがあっても、この範囲内には払ってくださいという、そういうルールでございます。

それをお話しました。 

その中で、当然、早期支払いとか、例えば景気が悪いときには資金繰りとか、そうい

った部分等は社会情勢として、認識する部分は認識しておりますので、例えば、ここに

もございますけども、いわゆるお正月とか、工事完成届けを、頑張ってもらって早く終

わって、資金繰りも、支払いも、例えば正月前にするとか、そういったような努力とか、

そういったこともしてございます。 

それで、ご理解いただきたいのは、これいっぱい使って払うとか、これで間に合って

いるからいいとか、そういうことではなくて、私たち行政に課せられたルールとして、

これが期限だというようなことで、町長が答弁したとおり、早期支払いには、ただ、お

っしゃいますように、２週間というルール化をするかという部分につきましては、県と

か、隣接町村等も、あるいは国もこれと同じ、国に準じていますので、うちの資金繰り

とか、いろいろな要素等もございますので、これを基本にしてやっていきたいと、そう

いうことでございますので、よろしくお願いいたします。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

山岸はる美さん。 

 

７番（ 山岸はる美さん ） 
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何年か前に大雪被害で多くの家屋の屋根が壊れたときもありました。また、大雪で道

路が通行止めになったとき、また、大雨で災害が発生したときも、駆けつけて対応して

くれるのも地元業者があればこそです。建設業界も厳しい環境は変わりないと思います。

被災地でなくても入札不調は発生しております。その工事を請け負うことで会社の利益

につながり、また、従業員の賃金の底上げにつながることも、公共工事の果たす役割で

あると考えます。広報くずまきでも多くの業者が引き続いて従業員募集をしている実状

も鑑みて、精算払いのルール化ではなくて、少しでも早い、迅速化に向けて努力してく

ださることを望むものであります。やはり、なくてはならない建設業界、私たちの安心・

安全は、こういう業界の方々がいてくれればこそ、どんな災害のときも、いち早く復旧

できるのも、こういう業者であると思いますし、そういう点から見て、当局の方ではど

のような考えをお持ちでしょうか。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

工事の支払い等につきましては、先ほど町長からご答弁申し上げたとおりでございま

して、そういう中に、請求された中で、うちの方として滞っている状況もございません。

そしてまた、支払いの期日というのは１カ月に２回ほど、日程は決まっているわけでは

ありますが、そういう中にも、その請求者から、ぜひ、この日にちに支払ってほしいと

いうようなこと等も中にはあるわけでありますが、それらにも対応しておりますので、

今おっしゃるような心配といいますか、そういうことは、ほとんどないのではないかと、

このように思っておるところであります。ご理解を賜りたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

山岸はる美さん。 

 

７番（ 山岸はる美さん ） 

なかなか大変という声は上げにくいという実状もありますし、そういうように県の方

の支払いが２週間ほどで精算払いになれば、すごく助かるからという現場の声もあるも

のであります。その対応をよろしくお願いいたします。 

続いて、３点目に移らせていただきます。高齢化や後継者不足のための経営中止はや

むを得ませんが、新くずまき型構想の冊子の中にあります、酪農経営で困っていること

の事項については、農家に赴いて助言や指導があれば解決できるもの、また、補助事業

に該当するものもあったと思います。ＪＡからの電話は購買未収金が多くなったときだ

けだと言われておりますが、農家あっての第一次産業の町であります。補助事業等の周

知する案内のチラシは、ローリーの運転手さんの方が置いていかれますが、まだ、農業

を続けられる農家を離農させないためにも関係機関と困っていることの解決のための

助言と指導に当たられるのは、年間を通して大体どの程度なのでしょうか。 
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議長（ 中崎和久君 ） 

農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 中村輝実君 ） 

 ただいまのご質問にお答えします。 

 まず、普及に関する頻度でございますけども、こちらにつきましては、農業改良普及

所の方で行います運営の指導、これが年に２回程度はあったかと記憶しております。た

だ、それ以外に、我々担当課といたしまして、各農家さんとの意見交換を行う場、これ

は春が多いのですけども、そういうときとか、あるいは会議終了後における意見交換等

を通じまして、それらの回数を含めますと、それ相応の回数をこなしているかと考えて

おります。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

山岸はる美さん。 

 

７番（ 山岸はる美さん ） 

なかなか、そういう会場というのは、自分のうちの経営状態を皆さんに分かられると

いうのは苦手な方もいると思います。アンケートだったから、困っていることという、

私も冊子の中を見ました。でも、あれは酪農家の戸数も減っておりますし、普及所、Ｊ

Ａ、担当課で、そういう声があったところに、やはり助言することによって、こういう

制度があるし、補助の対象になる、そういう赴く機会が離農させないためのきっかけに

なるのではないかと思いますが、その点について、もう一度お願いします。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 中村輝実君 ） 

 ただいまのご指摘でございますけども、まさにおっしゃられるとおりかと思っており

ます。ただいま、特に酪農家に関しましては除染関係で私どもの方が直接農家さんの方

に出向く機会が多ございますので、そういった際にご意見等をお尋ねしながら、必要な

情報等については提供していくような形で対応していきたいと考えております。それ以

外にも、農家さんのところを我々回ることがございますので、できる限り、そういった

ご要望等をお尋ねしながら、適切な情報提供等、これは農協、それから我々と両輪で連

携しながら対応していきたいと考えております。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

山岸はる美さん。 
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７番（ 山岸はる美さん ） 

ありがとうございました。個人と、そういうたくさんの情報持っている方々だと、様々

な知恵が出てきて、経営を良くするヒントになると思いますので、ぜひ、このまま続け

ていただきたいと思います。 

最後に、４点目になりますが、新たな転作品目の導入の考えについてでありますが、

国の戦略作物の動向を見ながらということもありますが、この葛巻に合ったものという

ことも考えられるのではないでしょうか。昨年から、大手食品メーカーのトマト栽培を

始めた農家もあります。また、県北地域は薬草の宝庫でありました。山々に群生してい

る山菜等も、今は、例えば西和賀のワラビは栽培する時代であります。まだまだ、ただ

居たくないという人や、先ほどの一般質問であった、元気な高齢者の方々に生きがいづ

くり、また、町に定住して農業を始めてみたい人たちを呼び込む魅力にも結びつけられ

る、そういう転作作物のメニューは多ければ多いほど地元の人たちも、また携わること

ができるではないでしょうか。そして、所得にもなる転作品目の導入は緊急性を持って

対処されることが望まれますが、担当課でどのような検討をされたのか伺います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 中村輝実君 ） 

ご質問についてお答えいたします。 

まず、転作作物に関する考え方なのですけども、先ほど議員の方からご指摘があった

とおり、緊急性が大事ということで、それらを基に国の方では品目の方が定められてお

ります。私どもは、それ以外に地域の振興作物としまして、先ほど町長の答弁の中にも

ありましたとおり、主に葉菜類の栽培奨励、それから、花、キキョウでございますね、

そういったものとか、葉たばこ、こういった収益性の高いものについての奨励の方を進

めておるところでございます。 

ただいまご質問いただきました、それ以外の品目ということになってまいりますけど

も、近隣の市町村等との状況等を調べますと、まず、トマト、こちらにつきましては民

間企業との民々の取り引きの中で実施されているということで、八幡平農業改良普及セ

ンターの管内におきまして、全体で５ヘクタール未満の面積でございます。こういった

作物につきましては、確かに単価的には非常に安定しているところはございますが、加

工用という形で、単価そのものが低く抑えられており、それなりの面積を保有しないと、

収益上、有利にはならないというような状況でございます。そういったこともあって、

加工用ではなくて生食用、つまり直接食べるものですけども、そういったものの方の出

荷の方を、やはり農家さんというのは希望されているかというように考えております。

一部ＪＡさんと取り引きをしているメーカーさんもあるというようには聞いておるの

ですけども、こちらも単価の関係上、ある程度の面積を持たないと難しいということで、

なかなか、やはり葛巻町の中においては、こういう地勢状況でございますので、難しい

部分があるかというように考えております。 
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それから、薬草関係になってまいりますが、薬草につきましては、ただつくれば売れ

るというものではなくて、やはり、その売先の確保と一体的になって実施されるもので

ございます。そういった意味からも、会社名は控えさせていただきたいのですけども、

ある薬剤メーカーさんの指導を受けてつくるという形をとっております。これも民々の

取り引きになっておりまして、民間の方が栽培指導と、それから買い上げ、こういった

形を行っておるということでございます。 

それ以外には、先ほど町長からご答弁いただきましたように、収益性の高いもの、こ

れにつきましては、収益性を左右するものにつきましては、生産費というものが作用し

ます。生産費の中で一番大きいものが、やはり光熱費、こういったものになりますので、

そこらを削減しながら、非常に収益性の高いものをつくるということになりますと、や

はりバイオマスプラントなどで出ます廃熱とか、あるいは、そこでつくられる電力とか、

そういったものを有効活用しながら作物を生産する、いわゆる葛巻にしかできないよう

な農業の体系の方を考えていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

山岸はる美さん。 

 

７番（ 山岸はる美さん ） 

様々な転作品目があるようであります。必ずしも収益性の、所得を考えれば収益性の

高いものですが、ただ単に、私は転作品目の導入だけではなくて、例えば、葛巻に定住

したいという方々が来たとき、やはり自分で農業をやってみたいとか、そういう指導体

制とか、これから、先ほどの参事の答弁ではありませんが、試験的にも、また、先見の

目を持って葛巻ならではのものも、これから開発とか、研究していくことが重要と思い

ますので、これは当局に対して要望して、終わりにしたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

ここで、午後１時 30分まで休憩します。 

 

（ 休憩時刻 １２時０８分 ） 

（ 再開時刻 １３時３０分 ） 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

休憩前に引き続き、会議を再開します。 

一般質問を続けます。 

１番、山崎邦廣君。 

 

１番（ 山崎邦廣君 ） 

山崎でございます。私からは、質問を１件させていただきます。 

先般、町長から所信表明がございました。葛巻町の将来に向けて力強く取り組む意思
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を感じました。今後とも様々な政策推進が求められ、将来に向けての様々な期待もまた

増すと思います。 

町の課題、地域の課題を解決する手法が政策であるわけですが、その政策を実現する、

様々な政策形成には元手が必要となります。町の財政の財源であります。そこで、この

町財政の財源を確保するための財政収入のうち、主要な財源のひとつであります町税収

入の取り組みにつきまして、２点質問をいたします。 

１点目は、町税収納につきまして、その取り組みの現状はどのようになっているのか

を、お尋ねをいたします。町が自らの権限で収入し得る一般財源の中心であります町税

の収入手続は、まず、収入の原因となります権利内容の調査、そして、税の納入義務者

に対して納入すべき旨を通知する納入の通知、それから、納入の通知に基づいて現金を

収納する収納という流れで行われるわけでございますが、質問は、この収納手続の現状

についてでございます。 

２点目は、町税徴収率をさらに向上することにつきまして、今後の取り組みをどのよ

うにお考えか、お尋ねをいたします。町では、町税の徴収率の向上につきましては今ま

でも取り組んでまいりましたが、今後、町の将来を見据えて町税徴収率の向上の取り組

みについてであります。 

以上、２点につきまして、お尋ねをいたします。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

町長。 

 

町長（ 鈴木重男君 ） 

ただいまの山崎議員の質問に対し、答弁をさせていただきます。 

１件目の、町行政の財源を確保するための財政収入のうち、町税収入の取り組みにつ

いて、お答えをいたします。 

まず、１点目の、町税収納について、その取り組みの現状はどのようになっているか

であります。 

平成 26年度における町税全体の徴収実績は、調定額 767,100,000円であります。前

年度対比で 12,630,000円の減となっております。収入済額 670,900,000円、対前年度

8,950,000 円の減であります。収納率は 87.5 パーセントで、収納率は前年度を 0.3 パ

ーセント上回ったところで、重点目標としておりました、前年度を下回らない収納率を

達成できたところであります。 

収納の内訳でありますが、町県民税、固定資産税などの普通税につきましては、調定

額 513,060,000 円、対前年度 5,580,000 円の減、収入済額 476,490,000 円、対前年度

4,880,000 円の減であります。収納率は 92.9 パーセントでありまして、前年と比較を

いたし 0.1パーセントの増となりました。 

国民健康保険税につきましては、調定額 254,040,000 円、対前年度で見ますと、

7,040,000 円の減、収入済額 194,410,000 円、対前年度 4,070,000 円の減であります。

収納率につきましては 76.5パーセントで、前年と比較し 0.5パーセントの増でありま
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す。 

収納に係る年間の取り組みの流れとしましては、副町長を本部長とする町税徴収対策

本部会議を年度当初に開催をし、年間の徴収計画を協議、決定し、そのスケジュールに

沿いながら徴収事務を進めているものであります。主に、隔月ごとの納付催告書の発付、

大口滞納者に対する納付相談、呼出、国保保険証更新時期における納付相談、課長等に

よる訪問催告の実施などであります。 

また、併せて、財産調査を進めながら、各種債権差押などの滞納処分による町税の収

納も実施しているところであります。 

普通税の収入未済額は、平成 20年度の 53,580,000円をピークに減少し、平成 26年

度末時点では 33,860,000 円まで縮減しており、６年間で約 20,000,000 円、36.8 パー

セント解消したところであります。 

また、国民健康保険税につきましては、平成 18年度の 99,690,000円をピークに減少

し、平成 26年度末には 57,960,000円まで減少し、この間に約 40,000,000円、41.9パ

ーセント解消しております。 

町税全体で見ますと、平成 20 年度から約 54,000,000 円、36.8 パーセント分、滞納

額が縮減をしております。 

私が町長に就任した平成 19年度から 20年度にかけてが、最も収納率が落ち込んでい

た時期であり、以後、課長等を中心に全庁的な取り組みで、職員の税収納の重要性に対

する意識を高めながら、町財政の重要課題として収納率の向上に取り組んできたところ

であり、この間に収納率、収入未済額が年々改善してきたものであります。 

このように収納率が向上し、収入未済額を縮減することができた要因としましては、

岩手県地方税特別滞納整理機構と連携した取り組みを進めてきたことであり、特にも平

成 21年度から２年にわたり、同機構へ職員を派遣し、徴収困難事案の整理及び滞納整

理に係る実務を体得し、そのノウハウを活用できたことも大きな要因のひとつと思って

おります。 

こうした町の町税収納対策の取り組みも含め、町税はもとより、町政全般に対する町

民のご理解、あるいは信頼感というものが、年々深まってきたことの現われではないか

とも感じているところであります。 

次に、２点目の、町税徴収率をさらに向上することについて、今後の取り組みをどの

ように考えているかであります。 

今後においても、重点目標は、前年度を下回らない収納率の達成を最優先に取り組む

ものであり、そのための、さらなる納税環境の充実を図ってまいりたいと考えているも

のであります。 

具体的な取り組みとして、町税の口座振替の利便性を向上するため、今年度から、口

座振替対象金融機関に町民からの要望の強かった、ゆうちょ銀行を追加したものであり

ます。従業員の町県民税の納付について、事業主が給与から天引きし納付する特別徴収

対象事業者を拡大することで、納税しやすい環境の充実に努めてまいります。 

さらに、24 時間納税が可能なコンビニ収納の導入など、収納率の向上、期限内納付

の拡大につながる新たな取り組み、仕組みの導入についても検討してまいりたいと思っ
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ております。 

滞納繰越分については、現在の滞納繰越額をいかに縮減していくかが全体の収納率向

上に向けた大きな課題であります。 

早期解消が困難な大口、あるいは長期の案件が多いことから、債権の差し押さえに加

え、不動産の差し押さえ、公売などの手続きのほか、財産調査を実施し、担税力の有無

を見極めながら、執行停止や不納欠損の可否など、延滞処分の強化についても検討して

まいります。 

言うまでもなく、町税は行政運営に必要な基本となる財源であります。 

また、納税者間の公正、公平性を確保する観点からも滞納整理の強化は重要なことで

あることから、行政サービスの利用制限について再度検討するなど、より一層、収納率

を向上させるための取り組みを総合的に実施してまいりたいと、そのように考えており

ますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

山崎邦廣君。 

 

１番（ 山崎邦廣君 ） 

お答えいただきました町税収納につきましては、限られた組織人員体制の中で、今ま

で町が取り組みを積極的に推進してきたその成果が、徴収率の向上へとつながっている

ものと評価をするものでございます。 

そこで、町税収納を租税の原則から見ますと、税を負担する能力に応じて、公平に税

を負担するということと、さらには現役世代と将来世代の世代間の公平を図ることが重

要であると思います。 

これは、地方債で言うところの将来の町民の皆さんにも税を負担してもらう方が公平

となる世代間の負担の公平ではなく、現役世代が、その負担が、正当な理由もなく十分

でないために、将来世代に残してしまう不公平の防止、その不公平を防ぐということで

あると思います。 

そのためにも町の行政目的を推進するに必要な財源となる町税の徴収は、先ほど、率

で前年度を下回らないというお話もありましたわけですが、取り組みとしては、 100

パーセントを目標に取り組みを推進していると認識をしておりますが、そのことについ

ては、どのようにお考えでしょうか。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 村中英治君 ） 

 それでは、お答えを申し上げたいと思います。 

ただいま山崎議員からもお話ございましたとおり、税の公正、負担の公平性というよ

うなことは大変大事なことだと思ってございます。今の負担している世代、将来の世代
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の負担、そういったものの間にも公平公正というものが大事だと思いますし、また、今

納めていただいている納税者の間でも公平公正な負担、納める人と納めない人、納めな

がらも、なかなか期限を守れないような形での納付、遅れながらとか、いろいろ形はあ

るわけですが、そういった、今納めている人の間の公平ということも大事なことでござ

いまして、そういった部分の公平感、町民が抱く不公平感、満足感を持って納税もして

いただくし、いろいろな行政サービスも受けていただくという観点からも、そうした納

税を 100パーセントに近づける、そういったことは大変重要なことだと思っております。 

また、現在、町長からの答弁は全体の納税、収納率ということでございましたが、町

税、普通税の現年分、特に課税して、毎年納めていただいているというような部分につ

きましては、98.7 という収納率になってございます。納めていただけてない方の部分

が 1.3パーセントということになりますので、100人いれば、１人か２人の方が納税し

ていただいていないというような水準でございます。そのほか滞納分につきまして、か

なり長期にわたって、縮減はしてございますが、そちらの方の割合がかなり高いもので

すから、全体としての収納率は少し低めに出ておりますが、現年分については、今年４

年ぶりに県の平均を若干ですが上回るような収納率にもなっておりまして 98.7、国保

についても 96.2ということで、県平均よりは２パーセント以上高いような、現年分に

ついては、収納率になっておりまして、この辺につきましては、本当に町民の皆様のご

理解もいただきながら、その年課税したものについては、しっかりと納めていただいて

いる、あともう少しで 100に近づくというようなところまできているのかなと思ってお

りますので、こういった部分をさらに継続しながら、また滞納分についても縮減をして

いきたいということで取り組んでいるところでございます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

山崎邦廣君。 

 

１番（ 山崎邦廣君 ） 

そこで、この町税の徴収率向上の対策についてでございます。固定資産税の場合につ

きましては、毎年の所得を基準に課税されるわけではなくて、これは資産ベースでござ

いますけれども、前年の所得を対象として税額が計算をされる個人住民税の場合につき

ましては、給与や年金などの支払われる際の天引き、そして源泉徴収を除きまして、こ

の徴収率向上対策の主対象、これは普通徴収となると思います。 

この納税者が自ら税の納付手続を行うという、この普通徴収におきましては、納税者

が税を支払いやすい環境づくりが大切でございまして、これを、さらに充実すべきもの

と思っております。 

町税の収納手段の多様化と利便性の向上でございます。町では、先ほどお話ありまし

たが、口座振替制度は既に実施をされております。そして、平日の夜間の役場窓口対応

も週１回実施をされております。 

現在の取り組みに加えまして、答弁にございましたように、土曜日、日曜日の対応は、

納入の期限までに平日はどうしても時間が取れないというような人にとっては、この土
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日の対応は非常に便利なものとなると思います。 

先ほど、コンビニエンスストアでの町税の収納委託、これは、始めるとすれば、初期

投資に相応の費用が必要と見込まれると思いますけども、実施に向けて取り組んでいた

だきたいと思います。 

さらには、地方税の第三者納付制度の利用によるクレジットカード収納や、さらに、

これは課題もあるわけでありますが、将来、モバイルバンキングサービスでの電子収納、

電子納付の検討の必要性も出てくる可能性も考えられます。 

町税の普通徴収におきましては、納税者が自らの税の納付手続に不便を感じさせない

ということが、この徴収率向上の上で重要であると私も思います。このことにつきまし

て、様々な収納手段の多様化というところでは、どのようにお考えかお伺いします。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 村中英治君 ） 

 納税環境の整備、充実の関係でございます。町では、もう 10年以上前になりますが、

納税組合ではなく、直接納付をしていただくという時代の流れの中で、口座振替の推進

ということで取り組んできたところでございます。 

その中で、税目によって違いますが、軽自動車税、固定資産税等で 57パーセントく

らい、保険税で 45パーセントくらい、平均で 50パーセント、半分くらいの方々が口座

振替によって納付をいただいているところでございます。 

そういった中で、特に町民税等については、若い方々の納税者も多いということで、

滞納、遅れているような方々の話を伺いますと、朝早く出かけて、夜遅く帰ってくるの

で納めに行く暇がないというような話もお伺いするところでございます。そういった中

で、お話にもございました土日の納付というのもひとつの考えでございますし、夜間、

延長窓口も一日ほどはやってございますが、そのほかにもコンビニ、コンビニ納付であ

れば１年 365日 24時間納付ができますし、そういった方々もよく利用しているところ

でございますので、買物のついでといいますか、そういうようなことで、税金を納める

という意識を持たなくても簡単に納められるという環境にもございますので、そういっ

たものについて検討してまいりたいというように考えているところでございます。 

近年、コンビニ納付の関係が大分整備されてきておりまして、コンビニそのものと契

約するのではなくて、その間に立つネットワークの会社がありますが、そちらと契約す

ることによって、全国すべてのコンビニから納付いただけるという仕組みになっており

ます。多少、最初にかかる部分もございますが、そういったものの利便性の向上という

部分は、費用対効果でもかなり大きいものがあるというように考えてございます。 

県内でも、昨年で 15市町村が実施しております。大体、今 20団体近くになっている

かというように思っておりますので、早急な取り組みをというように考えているところ

でございます。 

それから、インターネットを活用した、あるいは銀行の金融機関で、全国どこでも納
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められるというような、ペイジーというようなシステムもございます。そういったもの、

あるいはクレジット納付というものも準備されておりますが、まだ、こちらの方は、い

ずれも県内では、まだ実施されていないという段階でもありますし、手続きもかなりか

かるように聞いてございますので、当面は、そういったコンビニ納付ということもござ

いますし、もう１点は、今年から取り組んでおりますが特別徴収、これまで年４回の納

付で納めていただいた方々、小規模事業者はそういう方が多かったのですが、原則に則

って、今年から従業者が３人以上いる事業所については、すべて給料天引き、特別徴収

でお願いをするということを進めておりまして、26年度が 316事業所でしたが、今回、

指定をいたしまして、385事業所を指定しておりまして、２割ほど増えております。こ

れの関係で、230人ほどが普通徴収から毎月の天引きというように変わってございます

ので、こちらの方も滞納という部分からの解消には、かなり効果があるものと考えてお

りますので、こういった指定の方も、さらに拡大していけるように取り組みまして、納

めやすい環境というものを、さらに進めていくようなことで取り組んでまいりたいとい

うように考えているところでございます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

山崎邦廣君。 

 

１番（ 山崎邦廣君 ） 

この地方税の徴収対策の基本は、課税団体自らが力を尽くすでございます。行政サー

ビスによる受益とその負担の関係を、町民の皆さんに理解をしていただく取り組みも、

徴収率向上の上で、さらに必要であると思います。 

町税の中で、町民税や固定資産税などの普通税、これは町の判断でいかなる仕事にも

充ててよい税金でございまして、様々な町の行政サービスに充てられているわけでござ

います。このことは、町税の調定、納入通知の段階で、納税者が容易に理解できる簡素

な広報を、もっと充実すべきではないかと思います。財務管理におきまして、財務情報

を分かりやすく、さらに公開していくことは、町民参画の基での町民負担と、その負担

を意識した政策の推進にもつながっていくものと考えます。 

そこで、納税者の税に対する理解向上の取り組みにつきまして、行政サービスの充実

の観点でどのようにお考えなのか、副町長にお尋ねいたします。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

 それでは、行政サービスに係る基本的な考え方ということでございますが、その前に、

町税は行政サービスの、先ほどもお話ありますように、費用の財源でございまして、地

方自治の根幹の成すものでありまして、重要な歳入ということに考えておるものであり

ます。そういう中で、徴収につきましても、町長からもご答弁申し上げましたが、普通
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税全体で見ましても、20年度は90.2パーセントほどになっておったものでありますが、

この６年間で 2.7 パーセント、徴収率で向上しておりまして、92.9 パーセントという

ような状況になっておるものであります。 

この結果を、このような状況になっている要因といいますか、これを少し話させてい

ただきますが、先程来お話しておりますように、徴収対策の部分と、もうひとつは今お

話ありますように、町税の納税の意識、これは行政サービスとの関わりも深いと、この

ようにも思っているところでありますが、その中で、徴収対策の強化充実という観点に

つきましては、課長等によりましての訪問催告を実施する、あるいは差し押さえのなど

の滞納処分等の対策を進める、あるいは大口の納税相談等も開催いたしまして、定期的

に納税の相談をしながら、そういったような対策というのが、やはり功を奏して、今の

ような税率の向上といますか、こういったようなものに結びついていると、このように

も受け止めておるものでありますし、また、２年間にわたって、21年、22年でありま

すが、滞納整理機構等の職員の派遣、そしてまた、滞納整理機構との連携を図りながら

の、そういう滞納手続に基づいた手法、こういったようなものも指導いただきながら、

連携しながら取り組んできている、そういう実績、積み重ねによるものが、まず一つで

あると思っております。 

それから、もう一つでありますが、その納税の、住民の意識を高めていくという観点

から申し上げますと、町が提供する行政サービスに対する町民の満足度といいますか、

こういったようなこと等が、まさに大きな要因になるのではないかと、このように思っ

ておるものであります。と言いますのは、課長等の催告におきましても、その税の一部

が、やはり住民に直結するサービスに結びついているというお話等も訪問催告と併せて

実施しているものでありますし、併せてまた、懇談会等々、あるいは地域に出て行った

場合に、直接感じていただいているお話を伺っておるところでありますが、と言います

のは、住民にこれまでできてこなかった住民へのサービス、例えば 100円バスの部分も

ありますし、あるいは若者定住等々に対する支援対策、あるいは子どもの支援対策とい

うことで、保育所等への保育料の減免等、あるいは高校生までの医療費の助成なども、

そういう点でお話をいただいておるところでありますが、まさに、そういったような対

策等が住民からもご理解をいただいて、そして、今、特にも安心して生活できる、そう

いう施策を町長が今進めておるわけでありますが、まさに、そういう、その町民の実感

としても少しずつ、そういうものも受け止めていただいているというような感じでござ

いまして、町のサービス提供に対する対価としての税ということに対するご理解が以前

より深まってきていると、このように思っておるところであります。 

そういう中におきまして、一層、新たな発想によっての住民へのサービスへの充実を

図りながら、税徴収の効率性を高めてまいりたいと、このように考えているものであり

ますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

山崎邦廣君。 
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１番（ 山崎邦廣君 ） 

まさに、そのことが納税者の理解の向上にも今までつながってきたと思いますし、今

後とも、この先、将来を見ますと、世代交代もしていくわけでございますので、引き続

き、そのような姿勢でもって理解を深めていくことが、いろいろな施策と相まって、さ

らに、いろいろな町の夢もさらには実現していくと考えます。 

これで、私の質問を終わります。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

これで、一般質問を終わります。 

以上で、本日の日程はすべて終了しました。 

お諮りします。 

議事の都合により、９月８日から 10日までの３日間を休会としたいと思います。こ

れに、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、９月８日から 10日までの３日間を休会とすることに決定しました。 

なお、議案審査のため、８日は輝くふるさと常任委員会を開催し、９日及び 10日は

決算特別委員会を開催しますので、お知らせします。 

本日は、これで散会します。  

ご苦労様でした。 

 

（ 散会時刻 １４時０４分 ） 


